
 
 
 

〈要求の基本的考え方〉 子ども家庭局 ◆ 子育て日本一に向けて、経営の効率化に留意しながら、市民のニーズ
を踏まえた新規事業を積極的に展開する。 

 ◆ 男女が共に子育てや介護など家庭を大切にしながら、安心して働き続
けることのできる環境づくりを推進する。  

 
 

 一般会計要求総額 ５６，８３６百万円 
（対前年度  ＋７．６％） 

◆ 市民、ＮＰＯ、民間企業等との協働による事業の推進を図る。 

 
 
 
 
 
 
 

―主要事業― 要求額（百万円）  
○拡 ワーク･ライフ・バランス推進事業･･･････････････････１９〔男女共同参画推進部〕 

仕事と子育ての ○拡 多様な保育サービスの拡充････････････････････１，３７０〔保育課〕 
両立支援 ○拡 保育所の適正配置････････････････････････････････５８４〔保育課〕 

○拡 放課後児童健全育成事業･･････････････････････１，０４２〔子育て支援課〕 
 

 
 
 
 
 

安心して生み育てる
ことができる環境 
づくり 

母子健康診査････････････････････････････････････９２２〔子育て支援課〕 
○拡 乳幼児等医療費支給制度･･････････････････････２，６２４〔子育て支援課〕 
○拡 特定不妊治療費助成事業････････････････････････････９９〔子育て支援課〕 
 

 
 
 
 

子どもや若者の健や
かな成長や自立を 
支える環境づくり 

○新 自然環境体験教育推進事業････････････････････････････３〔青少年課〕 
○新 児童文化科学館の再生活用事業････････････････････４６６〔青少年課〕 
○拡 子ども・若者応援センター「ＹＥＬＬ」の運営････････２７〔青少年課〕 
  

 
 
 
 

特別な支援を要する
子どもや家庭への 
支援 

○新 児童養護施設等処遇改善事業････････････････････････８６〔子育て支援課〕 
母子家庭等自立支援給付金事業････････････････････２４４〔子育て支援課〕 

 
 
 
 

市民等との協働によ
る子育て支援の推進 

○拡 子育てに優しいまちづくり推進事業････････････････････８〔子育て支援課〕 
 

○新：新規事業  ○拡：拡充事業  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                           
   

 仕事と子育ての両立に向けた基盤整備 “仕事と生活の調和”の実現に向けた取組 
 

  多様な保育サービスの拡充 

保護者の多様な保育ニーズ
に応えるため、保育所での 
特別保育の充実を図る。 
 

 
ワーク・ライフ・バランス推進事業 

 

 
 
 

多様で柔軟な働き方や暮らし方が選択でき、活力ある
豊かな社会を実現するため、市民・企業・行政が協働
してワーク･ライフ･バランスの取組みを推進する。 

保育所の適正配置 

 青少年の健全育成と自然環境体験の推進  施設の老朽改築と併せて公立保育所の民営化を  

          
              

推進し、運営の効率化と保育環境の向上を図る。 

 
青少年の育成や支援に関する相談への対応や関係 
機関の紹介、情報提供や助言等を行う総合相談機能を
持つ『子ども・若者応援センター「ＹＥＬＬ」』の 
運営を行う。 

放課後児童健全育成事業 

利用を希望する全ての児童を受け入れる。また、 
７０人を超えるクラブの分割（複数化）、障害児 
受け入れクラブに対する巡回カウンセラーの派遣
等を行う。 

また、豊富な自然環境体験を通じて、自然環境への 
理解や豊かな心を育むことを目的として、青年リーダ
ー養成講座の開催や、活動の場づくりを行う。 


